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裁
判
員
候
補
者
へ
の
呼
び
出
し
が
ス
タ
ー

ト
し
、
本
格
的
に
裁
判
員
制
度
が
始
動
し

ま
し
た
。
大
手
企
業
で
は
、
有
給
の
裁
判

員
休
暇
制
度
を
導
入
す
る
と
と
も
に
、
情

報
提
供
等
の
サ
ポ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
を
整
備

す
る
な
ど
、
万
全
の
体
制
を
敷
く
例
も
み

ら
れ
ま
す
。

「
当
社
で
は
、
と
て
も
ム
リ
」
と
い
う

状
況
で
も
、
最
低
限
、
講
じ
て
お
く
べ
き

事
項
が
あ
り
ま
す
。
裁
判
員
候
補
者
に
対

す
る
「
事
前
通
知
」
の
呼
び
か
け
で
す
。

基
本
事
項
か
ら
、
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

「
裁
判
員
候
補
と
し
て
出
頭
す
る
」
の
は
、

労
基
法
第
７
条
の
「
公
民
権
の
行
使
」
に

該
当
し
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
裁

判
員
制
度
の
法
制
化
が
決
ま
っ
た
の
ち
、

厚
生
労
働
省
が
行
政
解
釈
（
平
Ｆ
・
９
．

Ⅲ
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裁
判
員
業
曰
務
一
感
織
蕊
権
の
行
使

「
会
社
へ
事
前
邇
繍
」
義
務
付
け

戸、

、
ｊ
、
ノ
、
ｊ
４
，
Ｊ
４
１
Ｆ
、
●
ノ
、
〆
、
ｊ
、
‐
ず
、
〃
Ⅱ
、
〃
ｕ
１
ｒ
、
〆
Ｌ
０
ｒ
ｈ
０
ｆ
、
ノ
Ｎ
Ｊ
Ｉ
、
ｒ
、
〆
ｋ
ｊ
ｒ
、
？
、
〃
！
、
γ
、
Ｊ
１
１
ｒ
、
ノ
１
１
Ｆ
、
ｒ
、
ノ
ミ
Ｊ
ｒ
、
ノ
ミ
ノ
、
ノ
区
、
卍
。
、

和
雄
発
第
０
９
３
０
０
０
６
号
）
で
立
場

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
、
間
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。
｜
公
民
権
の
行
使
の
条
文
は
罰

則
付
き
（
６
カ
月
以
下
の
懲
役
ま
た
は
釦

万
円
以
下
の
罰
金
）
で
、
「
拒
ん
だ
だ
け

で
法
違
反
が
成
立
す
る
（
本
人
が
実
際
に

休
ん
だ
か
否
か
は
関
係
な
い
）
」
と
解
さ

れ
て
い
ま
す
（
労
基
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
）
。

法
文
上
、
「
請
求
さ
れ
た
時
刻
の
変
更
」

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
裁
判
員

制
度
の
場
合
、
「
違
う
日
・
時
間
に
行
っ

て
く
れ
」
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

会
社
に
裁
判
員
休
暇
制
度
（
有
給
）
が

な
い
場
合
、
本
人
は
公
民
権
の
行
使
（
無

給
も
可
）
で
は
な
く
、
年
休
（
有
給
）
を

使
っ
て
休
も
う
と
考
え
る
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、
直
前
に
な
っ
て
、
「
裁
判
員
に
な
っ

＄
プ
ロ
、
〃
。
、
７
，
Ｊ
■
、
ｆ
巴
、
〃
■
、
。
ｒ
、
グ
巴
、
］
７
，
Ｊ
ｒ
、
〆
巴
、
Ｊ
０
，
１
、
く
く
〆
、
く
く
く
く
く

－９９

た
か
ら
、
年
休
を
取
り
た
い
（
３
日
前
後
）
」

と
い
わ
れ
て
も
、
仕
事
の
や
り
繰
り
が
つ

か
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

対
応
と
し
て
は
、
「
裁
判
員
候
補
と
し

て
呼
び
出
さ
れ
た
ら
（
通
常
は
６
週
間
程

度
前
）
、
直
ち
に
会
社
に
通
知
す
る
」
こ

と
を
、
あ
ら
か
じ
め
義
務
付
け
て
お
く
の

が
ベ
タ
ー
で
す
。
裁
判
員
は
「
守
秘
義
務
」

を
負
い
ま
す
が
、
「
家
族
や
親
し
い
人
に

話
す
こ
と
、
上
司
に
話
し
て
休
暇
を
申
請

し
た
り
、
同
僚
の
理
解
を
求
め
た
り
す
る

こ
と
は
問
題
な
い
」
と
広
報
さ
れ
て
い
ま

す
（
最
高
裁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
。
「
年
休
を

使
う
余
地
が
あ
る
か
否
か
も
含
め
、
会
社

も
で
き
る
限
り
協
力
す
る
か
ら
、
早
め
に

情
報
を
提
供
し
て
欲
し
い
」
旨
、
周
知
を

徹
底
さ
せ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
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]Ei職金規定の改定

就
業
規
則
変
更
に
よ
る
労
働
条
件
引

下
げ
は
、
労
働
契
約
法
第
ｎ
条
の
要
件

を
満
た
せ
ば
可
能
で
す
（
不
利
益
の
程

度
、
変
更
の
必
要
性
。
相
当
性
、
労
働

者
と
の
交
渉
状
況
を
考
慮
）
。
退
職
金

が
労
働
条
件
の
一
種
で
、
不
利
益
変
更

の
対
象
に
な
る
の
は
判
例
で
も
明
ら
か

で
す
（
大
曲
農
業
協
同
組
合
事
件
、
最

判
昭
囲
・
２
．
妬
）
。
最
近
で
は
、
倒

産
危
機
に
直
面
す
る
企
業
で
、
退
職
金

の
５
割
カ
ッ
ト
が
認
め
ら
れ
た
ケ
ー
ス

も
あ
り
ま
す
（
ｕ
刊
エ
業
新
聞
社
事
件
、

東
京
高
判
平
加
・
２
．
過
）
。

退
職
金
の
減
額
が
可
能
な
ら
、
退
職

年
金
も
カ
ッ
ト
で
き
る
だ
ろ
う
と
、
簡

単
に
考
え
が
ち
で
す
。
結
論
は
「
Ｙ
Ｅ

蘆
｜
圏
塵
霞 jLiIiililiimiFuI

卸
っ
霜
得
へ
織
る

退
職
金
規
定
を
改
定
し
、
在
職
者
を
対

象
と
し
て
将
来
の
退
職
金
を
引
下
げ
る
の

は
可
能
で
一
％
し
か
し
、
退
職
し
て
し
ま
っ

た
社
員
を
相
手
に
、
年
金
の
金
額
を
ダ
ウ

ン
さ
せ
る
の
は
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
単

純
な
よ
う
で
、
奥
の
深
い
問
題
で
す
。
判

例
で
は
、
「
約
款
法
理
」
と
い
う
耳
慣
れ

な
い
用
語
を
用
い
て
、
こ
の
問
題
に
対
処

し
て
い
ま
す
。

ｓ
」
で
す
が
、
そ
れ
を
導
き
出
す
論
理

構
成
は
同
一
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
も
そ
も
、
な
ぜ
使
用
者
側
に
よ
る

一
方
的
な
不
利
益
変
更
が
可
能
な
の
で

し
ょ
う
か
。
「
労
働
関
係
は
、
解
雇
が

実
際
上
も
法
的
に
も
困
難
な
長
期
的
継

続
的
関
係
で
あ
り
、
そ
の
展
開
の
過
程

で
は
経
営
環
境
の
変
化
に
応
じ
て
労
働

条
件
を
変
更
す
る
必
要
性
が
必
ず
生
じ

る
」
（
菅
野
和
夫
「
新
雇
用
社
会
の
法
」

に為

既
退
職
者
も
拘
束
す
る

「
約
款
法
理
」
で
処
理

の
で
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
で
す
。

早
い
話
、
雇
用
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、

不
利
益
変
更
も
仕
方
が
な
い
と
い
う
理

屈
で
す
。

し
か
し
、
そ
う
い
う
理
屈
で
あ
れ
ば
、

既
に
退
職
し
た
人
を
相
手
に
、
不
利
締

変
更
の
法
理
を
適
用
す
る
の
は
、
お
か

し
い
と
い
う
話
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

そ
う
し
た
な
か
で
、
裁
判
所
は
別
の

法
理
を
使
っ
て
、
同
様
の
結
論
を
引
き

洲
し
ま
し
た
（
松
下
電
器
産
業
グ
ル
ー

プ
事
件
、
大
阪
高
判
平
四
・
８
．
皿
）
。

被
告
会
社
で
は
、
退
職
金
の
一
部
を

原
資
と
し
て
一
定
利
回
り
に
よ
り
増
額

し
た
基
本
年
金
を
支
給
し
、
退
職
金
分

の
支
給
が
す
ん
だ
後
も
、
同
額
の
年
金

を
終
身
年
金
と
し
て
支
払
い
続
け
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
市
場
利
率
の
大
幅

低
下
を
受
け
、
年
金
の
計
算
利
息
を
見

直
さ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
立
ち
至
り

Ｆ鳧

ま
し
た
。

受
給
者
（
退
職
者
）
は
「
既
得
権
」

の
侵
害
で
あ
る
と
、
裁
判
を
起
こ
し
ま

し
た
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
「
経
済
情

勢
の
大
幅
な
変
動
が
あ
っ
た
場
合
も
、

契
約
内
容
の
改
定
を
一
切
行
わ
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
長
期
間
存
続
が
予
定
さ

れ
て
い
る
本
制
度
の
よ
う
な
場
合
に
お

い
て
は
お
よ
そ
考
え
ら
れ
ず
」
、
改
定

に
関
す
る
明
文
の
規
定
が
あ
れ
ば
、
そ

れ
に
よ
り
変
更
可
能
と
判
示
し
ま
し
た
。

保
険
契
約
等
で
は
、
｜
‐
約
款
に
よ
る

意
思
を
も
っ
て
契
約
を
締
結
し
た
と
推

定
さ
れ
、
本
人
が
契
約
内
容
を
知
ら
な

く
て
も
適
用
を
免
れ
な
い
」
（
約
款
法

理
）
と
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
前
提
と
し

て
約
款
の
事
前
開
示
が
必
要
と
な
り
ま

す
が
、
本
件
の
年
金
規
定
に
つ
い
て
は
、

退
職
後
も
そ
の
気
に
な
れ
ば
規
定
内
容

を
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

「
自
分
は
知
ら
な
い
か
ら
適
用
を
受
け

な
い
」
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
判
断
さ
れ
ま
し
た
。

退
職
者
に
支
給
さ
れ
る
年
金
も
、
改

定
条
件
を
明
確
化
し
、
情
報
を
開
示
し

て
い
れ
ば
、
引
下
げ
も
可
能
で
す
。
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判例

転
勤
が
、
社
内
昇
進
の
ス
テ
ッ
プ
・

ボ
ー
ド
で
あ
る
場
合
に
は
、
従
業
員
も

比
較
的
協
力
的
で
す
。
し
か
し
、
「
こ

ち
ら
で
余
っ
た
人
を
、
そ
ち
ら
に
回
す
」

的
な
転
勤
で
は
、
本
人
は
生
活
上
の
不

便
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
三
虹
処
遇
ア
ッ

プ
等
の
見
返
り
は
期
待
で
き
ま
せ
ん
。

当
然
、
心
の
中
で
不
満
が
く
す
ぶ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
勤
務
成
績

不
良
等
の
形
と
な
っ
て
現
れ
て
も
、

を
破
壊
し
た
」
と
述
べ
、
解
雇
の

合
理
性
を
肯
定
し
ま
し
た
。

転
勤
発
令
に
不
満
で
、
勤
務
態
度
が
劣
化
す
る
の
は
珍
し
い
話
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
通
常
は
一
過
性
の
も
の
で
す
が
、
本
事
件
で
は
、
職
場

関
係
が
悪
化
の
一
途
を
た
ど
り
、
最
終
的
に
会
社
は
普
通
解
雇
に
踏
み

切
り
ま
し
た
。
従
業
員
は
「
会
社
の
不
当
な
扱
い
が
原
因
」
と
訴
え
ま

し
た
が
、
裁
判
所
は
、
「
自
ら
の
行
為
に
よ
っ
て
会
社
と
の
信
頼
関
係

会
社
行
為
に
不
当
性
な
い

自
ら
信
頼
関
係
ぶ
ち
壊
す

「
転
勤
不
満
」
の
不
良
勤
務
者
解
雇

「
責
任
の
一
端
は
会
社
に
も
あ
る
」
の

で
上
司
も
強
い
態
度
を
取
れ
ず
、
問
題

が
こ
じ
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
よ
う
で
す
。

本
事
件
で
は
、
従
業
員
は
神
戸
か
ら

京
都
事
業
所
に
転
勤
と
な
り
ま
し
た
。

本
人
は
、
①
勤
務
地
限
定
で
入
社
し
た
、

②
１
～
２
年
で
神
戸
に
戻
す
と
い
う
約

束
が
あ
っ
た
な
ど
と
、
同
係
等
に
吹
聴

し
て
い
ま
し
た
。
会
社
は
、
労
組
委
員

長
等
も
出
席
す
る
関
係
者
会
議
を
招
集

一翁
神

Ｍ
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
事
件

戸

地
方

（
平
別
．

』裁

判
所

釦
判
決
）

クククグククタタクグ!－－＝

し
、
そ
う
し
た
事
実
は
な
い
こ
と
を
確

認
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
契

機
と
し
て
、
本
人
の
仕
事
ぶ
り
が
激
変

し
ま
す
。
頻
繁
に
遅
刻
。
職
場
離
脱
を

す
る
わ
、
上
司
の
命
令
を
無
視
す
る
わ
、

仕
事
上
の
責
任
を
放
棄
す
る
わ
、
と
い
っ

た
状
況
で
す
。

会
社
は
、
再
一
一
に
わ
た
り
指
導
。
懲

戒
等
を
実
施
し
ま
し
た
が
、
「
か
え
っ
や

て
上
長
に
反
抗
し
た
り
、
あ
る
い
は
椰

地

楡
・
愚
弄
し
た
り
す
る
」
よ
う
に
な
っ

た
た
め
、
最
終
的
に
背
通
解
一
展
を
宣
告

し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
本
人
は
承
服

し
な
い
の
で
、
裁
判
で
争
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

裁
判
所
は
、
「
従
業
員
４
２
０
０
人
、

、
事
業
所
を
擁
す
る
会
社
で
、
就
業
規

則
に
も
業
務
の
都
合
で
異
動
を
命
じ
る

場
合
が
あ
る
こ
と
を
規
定
し
て
あ
り
」
、

訴
え
を
起
こ
し
た
従
業
員
１
人
に
つ
い

て
の
み
「
勤
務
地
限
定
で
労
働
契
約
を

結
ん
だ
、
神
戸
へ
戻
す
約
束
が
あ
っ
た
」

等
の
事
実
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い

－可0

と
判
断
し
ま
し
た
。

そ
の
う
え
で
、
「
会
社
の
不
当
な
行

為
が
キ
ッ
カ
ケ
な
の
だ
か
ら
、
勤
務
不

良
を
埋
山
と
す
る
解
雇
は
無
効
」
と
い

う
従
業
員
側
の
訴
え
を
一
つ
ひ
と
つ
覆

し
て
い
き
ま
す
。
「
離
席
時
間
を
計
測

す
る
行
為
は
、
従
業
員
の
尊
厳
を
犯
す
」

と
い
う
主
張
に
対
し
て
は
「
轄
告
を
与

え
る
前
提
と
し
て
、
正
確
な
嚇
笑
認
識

を
得
よ
う
と
す
る
の
は
済
然
」
、
｜
従
業

員
の
父
親
に
退
職
も
や
む
な
し
と
通
知

し
た
た
め
、
精
神
疾
患
に
追
い
込
ま
れ

た
」
と
い
う
主
張
に
対
し
て
は
「
改
善

が
期
待
で
き
な
い
か
ら
、
家
族
の
協
力

を
得
た
い
と
考
え
た
と
し
て
も
、
違
法
・

不
当
と
は
い
え
な
い
」
な
ど
と
述
べ
て

い
ま
す
。

段
終
的
に
、
｜
‐
円
ら
の
行
為
に
よ
っ

て
会
社
と
の
信
頼
関
係
を
破
壊
し
た
も

の
で
、
こ
れ
以
上
の
契
約
関
係
の
継
続

を
強
い
る
の
は
相
当
で
な
い
」
と
判
示

し
て
い
ま
す
。
「
被
害
者
意
識
」
に
基

づ
く
常
識
は
ず
れ
な
非
違
行
為
に
対
し
、

及
び
腰
に
な
ら
ず
冷
静
に
対
応
す
べ
き

と
教
え
て
く
れ
る
好
例
と
い
っ
て
よ
い

で
し
ょ
う
。

神
戸
地
方
裁

半
所

（
平
幻
・
１
．
釦
判
決
）
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中小企業緊急雇用安定助成金

一
時
帰
休
（
在
籍
の
ま
ま
一
時
期
休

業
さ
せ
る
こ
と
）
さ
せ
る
と
、
会
社
は

儲
け
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
６
割

相
当
の
休
業
手
当
を
支
払
う
義
務
を
負

い
ま
す
。
事
業
主
は
大
出
血
で
す
が
、

労
働
者
は
解
雇
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
｜
雇
用
調
整
助
成
金
は
、
一
時
帰

休
（
教
育
訓
練
・
出
向
も
対
象
）
さ
せ

る
事
業
主
に
助
成
金
を
支
給
す
る
こ
と

で
、
耀
川
の
安
定
を
図
る
制
度
で
す
。

中
小
企
業
緊
急
雇
用
安
定
助
成
金
は

一
展
用
調
整
助
成
金
の
一
種
で
、
平
成
加

年
⑫
月
に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、

何
度
も
修
正
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、

注
意
が
必
要
で
す
二
番
、
最
近
は
平

成
幻
年
６
月
８
日
）
。
仕
組
み
は
雇
用 現
在
、
厚
生
労
働
省
の
助
成
金
の
中
で
引
っ

張
り
だ
こ
な
の
が
、
中
小
企
業
緊
急
雇
用
安
定

助
成
金
で
す
。
受
注
量
が
激
減
し
、
｜
雇
用
調
整

を
実
施
せ
ざ
る
を
得
な
い
中
小
企
業
が
増
え
て

い
ま
す
。
解
雇
を
回
避
す
る
た
め
、
休
業
を
実

施
し
た
場
合
、
休
業
手
当
相
当
額
の
５
分
の
４

（
｜
定
条
件
を
満
た
せ
ば
扣
分
の
９
）
の
助
成

金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

て
説
明
し
ま
す
。

気
に
な
る
助
成
率
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

雇
用
調
整
助
成
金
…
…
…
休
業
手
当
・

賃
金
相
当
額
の
３
分
の
２
（
雇
用
維

持
要
件
※
を
満
た
す
か
、
障
害
者
の

場
合
、
４
分
の
３
）

調
整
助
成
金
に
準
じ
ま
す
が
、
中
小
企

業
を
対
象
に
助
成
率
を
大
幅
に
ア
ッ
プ

さ
せ
ま
し
た
。
本
欄
で
は
、
休
業
に
絞
っ

匠恵

休
業
手
当
を
Ｓ
割
補
助

解
雇
回
避
で
上
乗
せ
も

中
小
企
業
緊
急
一
展
爪
安
定
助
成
金
…
…

…
休
業
手
当
。
賃
金
相
当
額
の
５
分

の
４
（
同
ｎ
分
の
９
）

※
会
社
都
合
の
解
雇
。
｜
雇
止
、
派
遣
契

約
の
キ
ャ
ン
セ
ル
を
行
わ
な
い
等
の

要
件
が
あ
り
ま
す
。

中
小
事
業
主
の
定
義
は
別
掲
１
、
業

種
の
区
分
は
別
掲
２
の
と
お
り
で
す
。

派
遣
業
は
サ
ー
ビ
ス
業
、
製
造
請
負
は

そ
の
他
の
業
種
に
含
ま
れ
ま
す
。
自
社

が
中
小
に
該
当
す
る
か
否
か
、
ま
ず
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

巾
小
の
場
合
、
「
売
上
高
ま
た
は
生

産
量
の
最
近
３
カ
月
平
均
が
直
前
３
カ

月
ま
た
は
前
年
同
期
に
比
べ
５
％
以
上

減
少
し
て
い
る
こ
と
（
経
常
損
益
が
赤

字
な
ら
５
％
未
満
で
も
可
）
」
が
受
給

の
前
提
条
件
に
な
り
ま
す
。
休
業
は
、

全
社
一
斉
１
Ⅱ
単
位
の
ほ
か
、
時
間
単

位
（
個
人
ご
と
時
間
顛
位
も
可
）
の
実

「急

施
も
認
め
ら
れ
ま
す
。

一
時
端
休
を
実
施
し
て
、
後
か
ら
助

成
金
を
申
請
し
て
も
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

ま
ず
、
過
半
数
労
組
（
な
い
と
き
は
過

半
数
代
表
者
）
と
休
業
に
関
す
る
労
使

協
定
を
結
ぶ
必
要
が
あ
り
ま
す
。
協
定

で
は
麺
①
休
業
期
間
、
②
労
働
者
の
範

囲
、
③
支
払
い
賃
金
の
基
準
等
を
定
め

ま
す
。
そ
の
う
え
で
、
休
業
等
の
初
Ｒ

の
前
日
（
第
１
回
は
原
則
２
週
間
前
）

ま
で
に
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
（
都
道
府
県

労
働
局
）
に
休
業
実
施
計
画
を
届
け
出

ま
す
。
計
両
は
、
原
則
と
し
て
１
カ
月

単
位
（
賃
金
締
切
期
間
ご
と
。
２
，
３

カ
月
単
位
も
認
め
ら
れ
ま
す
）
で
作
成

し
ま
す
。

計
画
の
対
象
期
間
の
末
Ｒ
の
翌
日
か

ら
１
カ
月
以
内
に
、
休
業
が
協
定
ど
お

り
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
過
半
数
労
組
等
の
確
認
を
得
て
、

支
給
申
請
書
を
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
（
都
道

府
県
労
働
局
）
に
提
出
し
ま
す
（
別
掲

３
）
。
橇
用
維
持
要
件
を
満
た
し
、
上

乗
せ
（
助
成
率
ｎ
分
の
９
を
適
用
）
を

申
請
す
る
事
業
主
は
、
雇
用
維
持
事
業

主
申
告
書
も
併
せ
て
提
出
し
ま
す
。
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中小企業緊急雇用安定助成金

別掲１中小企業事業主の範囲

小売業（飲食店を含む）｜資本金5,000万I1j以下または従業員５０人以下

資本金5,000万IIj以下または従業員100人以卜サービス業

資本金１億１９以下または従業貝100人以卜卸売業

資本金３億円以下または従業員300人以下その他の業種

別掲２日本標準産業分類に基づいた中小企業事業主の範囲の表示

大分類」（卸売。小売業）の中分類55から60まで

小売業（飲食店を含む） 大分類Ｍ（飲食店、宿7｢1業）の中分類7０（一般飲食店）お

よび7１（遊興飲食店）
圧。

大分類Ｈ（情報迦信業）の中分類3８（放送業）および３９

(情報サービス業）ならびに小分類411（映側像情報制作。配

給業)、４１２（音声情報制作業）および415（映像・音声。文
字情報制作に附帯するサービス業）

八分類Ｌ（不動産業）の小分類693（駐車場業）

人分類】vＩ（飲食店、橘泊業）の''1分瓶7２（宿衲業）
サービス業

大分類Ⅳ（医療、福祉）

大分類０（教育、学習支援業）

大分類Ｐ（複合サービス事業）

大分類Ｑ（サービス業く他に分類されないもの＞）ただし、
小分類831（旅行業）を除く、

大分類』（卸売。小売業）の中分類49から54まで卸売業

その他の業種 上記以外のすべて

別掲３雇用調整助成金。中小企業緊急雇用安定助成金の受給手続

⑲擁|…
α■喝

受給できる事業主 融機関

▲ △①
体
業
一

樒育訓椒’
１
１

実 ３
文
給
請
求

国
庫
余
の
振
込

施

調
の実
１１１施
前計
届画
出

杏

▼ ▼

公共職業安定所 都道府県労働局

小売業（飲食店を含む） 資本金5,000万111以下または従業員５０人以1ぞ

サービス業 資本金5,000万IIj以下または従業員１ O人以「

卸売業 資本金１億1U以下または従業貝１ 0人以「

その他の業種 資本金３億}'1以下または従業員300人以下

小売業（飲食店を含む）

大分類』（卸売。小売業）の中分類55から60まで

人分類Ｍ（飲食店、宿71fl業）の中分類7０（一般飲食店）お
よび7１（遊興飲食店）

サービス業

大分類Ｈ（情報迦信業）の中分類3８（放送業）および３９

(情報サービス業）ならびに小分類411（映側像情報制作。配

給業)、４１２（音声情報制作業）および415（映像・音声。文

字情報制作に附帯するサービス業）

人分類Ｌ（不動産業）の小分類693（駐車場業）

人分類】vＩ（飲食店、橘油菜）の''1分類7２（宿}Ｆ１業）

大分類Ⅳ 医療、福祉）

大分類(） 教育、学習支援業）

大分類Ｐ 複合サービス事業）

大分類Ｑ

小分類831

サービス業く他に分類されないもの＞）ただし、

(旅行業）を除く。

卸売業 大分類』（卸売・小売業）の中分類49から54まで

その他の業種 '三記以外のすべて

受給できる事業主

実
施
調
査

公共職業安定所都道府県労働局

金融機関
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灘 実務相談

高
年
齢
考
法
で
㈹
歳
代
前
半
の
継
続

一
朧
用
が
義
務
付
け
ら
れ
た
関
係
で
、
定

年
後
の
再
雇
用
者
が
増
え
て
い
ま
す
。

再
雇
用
し
て
も
年
休
の
残
日
数
が
繰
越

し
に
な
る
点
は
、
今
で
は
大
多
数
の
労

務
担
当
者
が
理
解
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

行
政
解
釈
（
昭
銘
・
３
．
辿
基
発
第

１
５
０
号
）
で
は
、
「
実
質
的
に
労
働

関
係
が
継
続
し
て
い
る
限
り
勤
務
年
数

『
…
ｉ
御
こ
れ
ま
で
定
年
退
職
者
の

一
Ｑ
一
再
雇
用
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
勤

務
を
原
則
と
し
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
経
済
事
情
の
悪
化
も
あ
り
、
本

人
の
同
意
を
得
て
、
週
３
日
働
い
て

フ
ル
タ
イ
ム
か
ら
３
日
勤
務

に
変
更
し
て
再
一
腱
用
し
た
人

の
年
休
発
生
曰
は
？

切
替
後
も
継
続
勤
務
と
み
な
す

を
通
算
す
る
」
と
い
う
基
本
原
則
を
明

ら
か
に
し
た
う
え
で
、
高
年
齢
者
の
処

理
基
準
を
次
の
と
お
り
示
し
て
い
ま
す
。

「
定
年
退
職
者
を
引
き
続
き
嘱
託
等

と
し
て
再
採
用
し
て
い
る
場
合
（
退
職

手
当
を
支
給
し
て
い
る
場
合
を
含
む
）

は
、
継
続
勤
務
に
含
む
。
た
だ
し
、
退

職
と
再
採
用
と
の
間
に
相
当
期
間
が
存

続
し
、
客
観
的
に
労
働
関
係
が
断
続
し

て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
こ
の
限

Ｐ

も
ら
う
こ
と
に
し
ま
し
た
ｃ
こ
の
場

合
、
退
職
前
と
大
き
く
労
働
条
件
が

異
な
る
の
で
、
年
休
は
再
雇
用
し
て

か
ら
６
カ
月
後
に
発
雄
す
る
と
い
う

理
解
で
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

年休付与の条件

り
で
は
な
い
」

し
か
し
、
フ
ル
タ
イ
ム
で
な
く
、
３

日
勤
務
に
変
更
す
る
ケ
ー
ス
で
は
、

「
継
続
勤
務
で
は
な
く
、
別
の
労
働
契

約
が
ス
タ
ー
ト
し
た
と
み
る
べ
き
で
は

な
い
か
」
と
い
う
疑
問
が
生
じ
ま
す
が
、

前
掲
行
政
解
釈
で
は
、
｜
‐
臨
時
工
、
パ
ー

ト
等
を
正
規
職
員
に
切
換
え
た
場
合
も
、

継
続
勤
務
に
含
む
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
週
３
側
の
パ
ー
ト
が
正

社
員
に
転
換
す
る
ケ
ー
ス
と
、
正
社
員

が
週
３
日
の
パ
ー
ト
に
転
換
す
る
逆
の

ケ
ー
ス
で
、
扱
い
が
異
な
る
の
は
明
ら

か
に
不
合
理
で
す
。
「
正
社
員
を
短
日

数
の
パ
ー
ト
に
切
換
え
た
場
合
も
、
継

続
勤
務
に
含
む
」
と
解
す
ほ
か
あ
り
ま

せ
ん
。

継
続
勤
務
で
す
か
ら
、
定
年
退
職
以

前
に
未
消
化
だ
っ
た
年
休
残
日
数
は
、

嘱
託
に
な
っ
て
も
繰
り
越
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
週
５
日
勤
務
が
３
日
勤
務
に

な
る
の
で
す
か
ら
、
付
与
日
数
は
変
わ

り
ま
す
。

対
象
に
な
る
刀
が
、
定
年
前
に
す
で

に
長
年
（
６
．
５
年
以
上
）
勤
続
さ
れ

て
い
た
と
す
れ
ば
、
週
３
，
勤
務
者
の

田町□

年
休
比
例
付
与
日
数
は
ｎ
日
に
な
り
ま

す
。い
つ
か
ら
比
例
付
与
が
適
用
に
な
る

か
に
つ
い
て
は
、
「
年
次
有
給
休
暇
の

権
利
は
、
基
準
Ⅱ
に
発
生
す
る
も
の
で

あ
る
の
で
、
基
準
、
に
お
い
て
予
定
さ

れ
て
い
る
所
定
労
働
日
数
に
応
じ
た
Ⅲ

数
の
年
休
を
付
与
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、

年
度
の
途
中
で
所
定
労
働
日
数
が
変
更

さ
れ
て
も
、
そ
れ
に
応
じ
て
年
休
の
日

数
が
増
減
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と

解
さ
れ
て
い
ま
す
（
労
基
法
コ
ン
メ
ン

・
タ
ー
ル
）
。

つ
ま
り
、
嘱
託
に
身
分
が
変
わ
っ
て
、

最
初
の
年
休
付
与
日
が
到
来
し
た
時
点

で
、
初
め
て
比
例
付
与
の
対
象
と
な
り

ま
す
。「
頭
の
回
る
」
経
営
者
の
中
に
は
、

比
例
付
与
の
対
象
に
な
る
の
な
ら
、

「
定
年
時
の
年
休
残
日
数
（
妓
大
で
知

日
）
も
、
日
数
按
分
で
減
ら
せ
る
の
で

は
な
い
か
」
と
考
え
る
方
も
お
ら
れ
ま

す
。
し
か
し
、
調
整
規
定
は
存
在
せ
ず
、

繰
越
し
と
な
る
年
休
日
数
は
そ
の
ま
ま

で
変
わ
り
ま
せ
ん
。

１画
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鱒実務繍談

休
業
補
償
給
付
は
、
療
養
の
た
め
労

働
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
賃
金
を
受
け

な
い
口
の
第
４
日
目
か
ら
支
給
さ
れ
ま

す
。
そ
れ
ま
で
の
３
日
間
を
待
期
期
間

と
い
い
、
使
用
者
は
労
基
法
に
基
づ
き

休
業
補
償
を
行
う
義
務
を
負
い
ま
す

（
第
祀
条
）
。

賃
金
を
受
け
な
い
と
は
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
ケ
ー
ス
を
い
い
ま
す

（
昭
如
・
７
．
ｍ
基
災
発
第
皿
号
）
。

一回管峨鰄辿馴靖鑪舞
押
し
て
出
社
し
て
き
ま
し
た
。
し
か

し
、
必
要
事
項
の
打
ち
合
わ
せ
を
し

た
後
、
す
ぐ
に
ま
た
病
院
に
向
か
い

業
務
上
災
害
に
あ
っ
た
従
業
員

の
賃
金
カ
ッ
ト
を
し
な
い
場
合

に
待
期
完
成
は
い
つ
？

３
曰
分
の
賃
金
は
休
業
補
償
扱
い

①
全
部
労
働
不
能
で
あ
っ
て
、
平
均
賃

金
の
帥
％
未
満
の
金
額
し
か
受
け
な

い
ｕ

②
一
部
、
労
働
不
能
で
あ
っ
て
、
そ
の

労
働
不
能
の
時
間
に
つ
い
て
ま
っ
た

く
賃
金
を
受
け
な
い
か
、
あ
る
い
は

「
平
均
賃
金
と
実
労
働
時
間
に
対
し

て
支
払
わ
れ
る
賃
金
と
の
差
額
の
㈹

％
未
満
の
金
額
」
し
か
受
け
な
い
日

一
部
労
働
不
能
で
部
分
的
に
働
い
た

場
合
、
待
期
（

で
し
ょ
う
か
。

ま
し
た
。
こ
の
場
合
、
待
期
の
計
算

は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
も

そ
も
管
理
職
で
、
欠
勤
控
除
し
な
い

場
合
、
待
期
の
要
件
に
該
当
す
る
の

￣、

労災の待期期盾

場
合
も
、
賃
金
を
受
け
な
け
れ
ば
待
期

期
間
に
含
ま
れ
ま
す
。
し
か
し
、
管
理

幟
等
で
、
当
面
（
業
務
上
の
傷
病
休
職

発
令
が
出
る
ま
で
）
、
賃
金
カ
ッ
ト
が

な
い
場
合
、
ど
う
い
う
扱
い
に
な
る
の

で
し
ょ
う
か
。
賃
金
が
支
払
わ
れ
る
限

り
、
ず
っ
と
待
期
期
間
が
完
成
し
な
い

ま
ま
な
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
傷
病
に
か

か
っ
た
日
お
よ
び
そ
の
後
の
２
日
間
に

つ
い
て
は
、
｜
部
労
働
不
能
で
平
均
賃

金
と
実
労
働
時
間
に
対
し
て
支
払
わ
れ

現
行
の
労
基
法
で
は
、
法
文
上
、

年
次
有
給
休
暇
の
分
割
を
予
定
し
て

い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
通
達
（
平
７
．

▽
半
日
単
位
年
休
△ 一旬

］
通
達
（
平
７
．

７
。
”
基
監
発
第

調
号
）
で
、
半
日

年
休
も
可
能
と
い

う
立
場
を
明
確
に

し
ま
し
た
。
年
休

の
取
得
率
が
低
迷

し
て
い
る
状
況
下

で
は
、
半
日
単
位

る
賃
金
と
の
差
額
の
釦
％
以
上
の
金
額

を
受
け
る
場
合
、
ま
た
は
全
部
労
働
不

能
で
あ
っ
て
平
均
賃
金
の
㈹
％
以
上
の

賃
金
を
受
け
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
３

Ⅱ
間
に
つ
い
て
は
、
労
基
法
の
休
業
補

償
を
行
っ
た
」
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ

れ
ま
す
（
前
傾
通
達
）
。
で
す
か
ら
、

待
期
自
体
は
完
成
し
ま
す
。
し
か
し
、

４
日
目
以
降
、
フ
ル
の
賃
金
が
支
払
わ

れ
て
い
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
、
休
業
補
償

給
付
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

年
休
制
度
は
「
む
し
ろ
休
暇
の
取
得

促
進
に
資
す
る
」
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
す
。

通
達
で
は
、
「
労
働
者
が
希
望
し
、

使
用
者
が
同
意
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、

本
来
の
休
暇
取
得
の
阻
害
と
な
ら
な

い
範
囲
で
適
切
に
連
用
さ
れ
る
限
り

に
お
い
て
問
題
が
な
い
と
し
て
取
り

扱
う
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
半
日
休

暇
制
度
を
導
入
す
る
か
否
か
は
、
あ

く
ま
で
労
使
の
話
し
合
い
に
ゆ
だ
ね

ら
れ
、
労
働
者
の
自
動
的
な
権
利
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。



(8)

ＴＯＰＩＣ＆

特
別
条
項
（
エ
ス
ケ
ー
プ
条
項
）
を

結
ぶ
際
、
従
う
べ
き
ル
ー
ル
と
し
て
次

の
３
点
が
示
さ
れ
ま
し
た
（
限
度
基
準

告
示
の
改
正
）
。

①
特
別
条
項
発
動
時
の
割
増
率
を
明
記

②
特
別
条
項
に
よ
る
時
間
外
を
で
き
る

限
り
抑
制
（
努
力
義
務
）

③
特
別
条
項
発
動
時
の
割
増
率
を
２
割

５
分
超
に
設
定
（
努
力
義
務
）

改
正
労
基
法
の
施
行
規
則
・
告
示
・

施
行
通
達
（
平
、
。
５
．
羽
基
発
節
０

５
２
９
０
０
１
号
）
が
出
揃
い
、
細
部

の
取
扱
い
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

就
業
規
則
や
協
定
の
改
定
な
ど
、
実
務

的
に
対
応
が
必
要
な
部
分
が
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。

施
行
は
、
平
成
躯
年
４
月
１
日
で
す
。

た
だ
し
、
割
増
賃
金
を
５
割
に
引
上
げ

る
部
分
は
、
中
小
企
業
に
対
す
る
適
応

が
猶
予
さ
れ
ま
す
（
３
年
程
度
）
。

特
別
条
項
関
連

代
替
休
暇
の
要
件
等
示
す

改
正
労
基
法
で
施
行
通
達

中
小
を
除
き
、
１
カ
月
に
㈹
時
間
を

超
え
る
時
間
外
が
発
生
し
た
と
き
、
５

割
以
上
の
割
増
賃
金
を
支
払
う
義
務
が

発
生
し
ま
す
。
深
夜
労
働
と
寵
な
る
と

き
は
、
７
割
５
分
増
し
の
割
増
賃
金
と

な
り
ま
す
。
就
業
規
則
の
割
増
賃
金
率

に
関
す
る
規
定
も
改
定
が
必
要
に
な
り

ま
す
。

㈹
時
間
の
カ
ウ
ン
ト
か
ら
除
外
で
き

る
の
は
、
「
週
１
回
ま
た
は
４
週
４
日

の
法
定
休
Ｒ
」
に
限
ら
れ
ま
す
（
施
行

通
達
）
。

時
間
外
が
月
㈹
時
間
を
超
え
た
と
き

も
、
労
使
協
定
を
結
び
、
有
給
の
代
替

休
暇
を
与
え
た
と
き
は
、
割
増
率
５
割

①
だ
け
は
努
力
義
務
で
な
い
の
で
、

特
別
条
項
付
の
鉛
協
定
を
労
基
署
に
提

出
し
た
と
き
、
①
の
割
増
率
（
２
割
５

分
増
し
の
ま
ま
で
も
可
）
を
明
記
し
て

い
な
い
と
、
指
導
を
受
け
ま
す
。

Ｐ￣ 割
増
率
引
上
げ
関
連

の
適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
（
従
来
ど
お
り
、

２
割
５
分
増
し
の
劉
増
賃
金
は
必
要
で

す
）
。
た
だ
し
、
代
替
休
暇
の
利
用
は

労
働
者
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
と
し
、

会
社
が
一
方
的
に
付
与
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

労
使
協
定
で
は
、
次
の
事
項
を
定
め

ま
す
。

①
代
替
休
暇
と
し
て
与
え
る
こ
と
が
で

き
る
時
間
の
算
定
方
法

具
体
的
に
は
、
㈹
時
間
超
の
時
間
外

数
に
「
印
時
間
超
の
割
哨
率
（
法
定
は

５
割
）
’
㈹
時
間
以
下
の
割
増
率
（
法

定
は
２
割
５
分
と
（
換
算
率
）
を
乗
じ

る
と
い
う
形
で
定
め
ま
す
。
た
と
え
ば
、

帥
時
間
超
の
時
間
外
が
、
時
間
発
生
し

た
ら
、
そ
れ
に
－
，
％
１
羽
％
Ⅱ
妬
％
」

（
換
算
率
）
を
乗
じ
る
の
で
、
４
時
間

（
半
Ⅱ
）
の
代
替
休
暇
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
Ⅲ
時
間
分

の
時
間
外
の
割
増
率
は
２
割
５
分
増
し

で
よ
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

②
代
替
休
暇
の
単
位
（
原
則
は
、
１
日

ま
た
は
半
Ⅲ
）

③
代
替
休
暇
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る

期
間
（
的
時
間
超
の
時
間
外
が
発
生

Ｐ￣

労
使
協
定
の
締
結
を
前
提
と
し
て
、

年
休
の
時
間
単
位
付
与
が
可
能
と
な
り

ま
す
（
現
在
は
、
半
日
単
位
ま
で
可
。

７
ペ
ー
ジ
仕
労
川
語
参
照
）
。

協
定
で
は
、
次
の
事
項
を
定
め
ま
す
。

①
時
間
単
位
年
休
の
対
象
と
な
る
労
働

者
の
範
囲

②
時
間
単
位
年
休
の
日
数
（
５
日
が
限

度
）

③
時
間
単
位
年
休
１
日
の
時
間
数

ｌ
Ⅱ
の
所
定
労
働
日
数
が
８
時
間
な

ど
時
間
単
位
で
割
り
切
れ
る
と
き
は
、

問
題
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
た
と
え

ば
、
所
定
時
間
７
時
間
妬
分
の
会
社
で

は
、
１
日
の
年
休
を
８
時
間
の
年
休
に

換
算
す
る
と
定
め
る
な
ど
時
間
単
位
に

切
り
上
げ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

④
時
間
以
外
の
単
位
設
定

１
時
間
単
位
の
ほ
か
、
た
と
え
ば
２

時
間
、
３
時
間
を
１
単
位
と
し
て
年
休

を
与
え
る
旨
、
協
定
を
結
ぶ
こ
と
も
で

き
ま
す
。

年
休
の
時
間
単
位
付
与
関
係

し
た
月
の
末
Ｒ
の
翌
月
か
ら
２
カ
月

以
内
が
限
度
）


